
② 講演「公害紛争処理制度の課題」 

 

公安審査委員会委員長 藤 田 耕 三 

 

 

Ⅰ 公害紛争処理制度の創設 

Ⅱ 公害紛争処理の歩み 

Ⅲ 公害紛争処理制度の課題 

 (1) ADR の活性化  

 (2) 審理の充実・迅速化 

 (3) 公害等調整委員会の活用（原因裁定） 

 (4) 対象分野 

 

 藤田でございます。ただいまご紹介いただき

ましたように、私は昭和46年４月から51年４月

までの５年９日間にわたり、公害等調整委員会

の前身の中央公害審査委員会時代から審査官

として在職いたしました。委員さんの任期は５

年でありますので、それより９日間長いという

のが自慢であります。ちょうどここに籍を置き

ました当時は、現組織・制度の草創期として、

いろいろなスキームを作っていく時期であり、

また、事件の処理についてもいろいろな苦労が

ございました。 

 本日は、その時の経験談と公害紛争処理制度

の今後の課題という点について私が常日頃考

えていることをお話しし、皆さんのご参考に供

しようということでございます。 

 

＜Ⅰ 公害紛争処理制度の創設＞ 

 私がこの委員会に参りましたときは、公害対

策基本法が昭和42年８月に公布され、公害紛争

処理法が昭和45年６月に公布されたところで

した。 

 先ほど申し上げました公害等調整委員会の

前身の中央公害審査委員会は、昭和45年11月に

発足したのですが、その当時、私はまだ裁判所

におり、鹿児島の裁判所で裁判官をしておりま

した。新聞には、中央公害審査委員会が発足し
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たことが掲載され、初代委員長の小澤文雄先生

の写真が載っておりました。先生は、実は私の

司法研修所の時の民事裁判の教官であり、私に

とって自然に頭が垂れる恩師なのであります。

その新聞の写真は、当時の山中貞則総理府総務

長官の訓示に対してお答えをしている場面で

ありました。 

 かつての恩師であります小澤文雄先生は、何

か難しそうな委員会の委員長になられて、せっ

かく定年でおやめになったのに、またご苦労な

ことだなと思っておりましたら、間もなく私に、

天から降ったように、その委員会へ行けという

話がございました。小澤先生に電話して、一体

私は何をやったらよろしいのでしょうかと伺

いましたら、心配せずに来なさいということで、

心配しながら来たわけであります。その頃は、

都道府県公害審査会等も発足したところであ

りまして、当時はブロック会議や研修会あるい

は勉強会等が各地区で開催されまして、そこに

も大分頻繁に伺いました。 

 

＜Ⅱ 公害紛争処理の歩み＞ 

 当時は公害、公害と騒がれ、大きな政治問題、

社会問題になっていた時期でありまして、公害

紛争処理の歩みという点から申しますと、中央

委員会には熊本水俣病事件、あるいは渡良瀬川

鉱毒事件という世の中の注目を集める事件が

係属して、私も担当審査官として関わりました。

公害の原点と言われる渡良瀬川の事件につい

ては、田中正造翁を主人公にした『襤褸の旗』

という映画が製作されたりもした時代でした。 

 熊本水俣病は、まだ初期の混乱していた時代

でありましたが、私は、水俣病事件の担当に加

わってから、３年間に14回水俣に出張いたしま

した。患者さんのお宅を回って、ご家族のお話

を伺いましたし、それから当時は自主交渉派、

調停派、訴訟派という各派が入り乱れていた時

期でありましたので、水俣病を告発する会の人

達に追いかけられて、現地を逃げ回ったりした

こともございます。その後、熊本地裁の第一次

水俣病訴訟について、齋藤次郎裁判長が判決を

されましたが、その後、水俣病の認定を受けて

調停をするという作業の枠組みができまして、

順調に処理されていったということでござい

ます。 

 渡良瀬川の事件は、栃木・群馬両県にまた

がって生じた公害事件で、足尾銅山からの鉱毒

被害事件であり、被害地は群馬県太田市の毛里

田地区です。両県には大変お世話になりました。

水田の裏作の麦に最も被害が大きかったので、

現地に赴き、鉱山施設の調査、あるいは被害実

態を調べるための坪刈調査等をいたしました。
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本件は、15億5,000万円という損害賠償金を鉱

業権者が支払うということで調停が成立した

わけですけれども、そのお金で現地の農民の方

たちは、鉱毒記念碑を建てたりもしました。海

外から取り寄せた大理石で造った立派な記念

碑だそうであります。その除幕式の招待状をい

ただきましたけれども、出席はできませんでし

た。 

 その後も、大阪国際空港の騒音事件などがあ

り、私が公害等調整委員会を離れてからも、小

田急線騒音被害等責任裁定事件、香川県の豊島

産業廃棄物水質汚濁被害等調停事件などがあ

りました。最近では、兵庫県の尼崎市大気汚染

被害防止あっせん事件が、裁判所の和解後の事

件として来ております。このような事件が公害

等調整委員会に係属し、処理されて、公害問題

の解決に寄与しているということであります。 

 また、都道府県公害審査会等におきまして受

け付けた事件は、昭和45年度から平成15年度ま

での間に、あっせん事件36件、調停事件968件、

仲裁事件４件、義務履行勧告10件、合計1,018

件となっており、これだけの数の事件が係属し

ているところであります。また、本日の資料を

拝見しますと、北は北海道から南は沖縄まで、

数多くの重要な事件が係属し、それについて適

切な処理がされており、公害紛争処理制度が公

害問題の解決に大きな寄与をしてきていると

いうことがよくわかるわけであります。 

 また、先ほどの加藤委員長のお話にございま

したけれども、公害苦情の処理が公害問題の処

理に非常に大きなインパクトになっておりま

す。昭和41年度に約２万件だった公害苦情件数

が、平成14年度には９万6,000件強となってお

り、大変な数の苦情が出てきているということ

であります。公害苦情相談員等の方々による適

切な処理が、公害問題の解決には非常に重要な

ことでありまして、公害苦情の中で、公害紛争

処理制度により解決するのが適当な事件は、公

害行政と公害紛争処理制度との連携で処理し

ていくことも重要ではなかろうかと思います。 

 

＜Ⅲ 公害紛争処理制度の課題＞ 

(1) ADRの活性化 

 そこで、本題の公害紛争処理制度の課題であ

りますが、平成11年から13年までの２年間、司

法制度改革審議会の審議が行われて、平成13年

６月12日に佐藤幸治会長から小泉内閣総理大

臣に、最終の司法制度改革審議会意見書が提出

されました。古い首相官邸の大会議室で、審議

会の委員達が、法務大臣や官房長官などをまじ

えて、小泉内閣総理大臣が出てくるのを待って

いたのですが、ちょうど今のブッシュ大統領の
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父親のブッシュ元大統領が訪ねてこられたと

いうことで、小泉内閣総理大臣が出てこられる

のが大分遅れまして、2、30分間そのままでみ

んな待っていたのです。そのときに私の斜め前

に座っておられた法務副大臣が、私に向かって、

「司法改革、司法改革と言っても、どうせ大し

たことにはならないだろうと思っていたけれ

ども、大変なことになりましたね。」とおっしゃ

いました。その方は、法務副大臣の前に法務政

務次官もおやりになった方で、法務行政はもち

ろん、司法制度全般についてよくご存知の方で

あります。そういう方からこういう言葉が出た

ということは、司法改革が当初予想されたより

も大変な大改革になったと評価されていると

いうことであります。 

 ２年間の審議というのは、大変ハードであり

ました。最終の意見書を出した後で、お一人ご

欠席であったので、13人の委員中12人が記者会

見をしたのですけれども、記者から２年間の感

想を問われて、皆さんが異口同音に言われたの

は、大変な苦労、重荷であったということであ

りました。 

 中央大学の商学部長を当時していらした北

村敬子教授という会計学の権威がその時おっ

しゃったのですが、最初、法務省の検事が司法

制度改革審議会の委員になってくれと頼みに

来たときに、北村先生が大体どのくらいの頻度

でどのくらいの作業をすればいいのかと聞い

たら、月に２回程度、１回当たり２、３時間の

審議でしょうと言われたのだそうです。最初の

３、４カ月はそうだったのですけれども、その

後は、毎週、午後１時から午後７、８時まで審

議を行い、早く終わっても６時ぐらいまでみっ

ちりと審議を行いました。しかも事務局主導で

はいけないということで、事務局に原案をつ

くってもらって賛成というような形では一切

いかない。委員たち自身で原案をつくって、そ

れをお互いに議論するという、非常にハードな

作業でございました。北村先生いわく、だまさ

れたんだけれど、検事は嘘を言ってはいけませ

んよねと。どの検事だったのか知らないので、

審議が終わったころに担当だった検事に、君か

と言ったら、「違います、違います。」と言って

いましたけれども、そういうようなこともあり

ました。 

 対立の激しいいくつかの論点については、大

変な激論が交わされたのでありまして、現在、

司法制度改革推進本部で最後の具体的な制度

設計の詰めをやっております。ほとんどができ

上がっているのですが、ADR だけがまだ最後

に残っています。平成16年７月の参議院議員選

挙の後の国会に、法案を上程するという予定の
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ようでありますが、近々また詰めの作業がされ

るようであります。 

 実は、この ADR が最後まで残ったというの

は、司法制度改革審議会の審議から考えますと

非常に不思議なことです。というのは、大変な

激論が交わされた、その第一は裁判員制度であ

ります。現在では、ほぼ骨格ができ上がりまし

たけれども、まだ具体的に詰めなければならな

い点がかなり残っております。問題として取り

上げられているのは、主義信条で人を裁きたく

ないという人は辞退できるという点です。政令

で手当するということですが、最近の新聞等の

世論調査の結果では、裁判員制度は結構だけれ

ども自分はやりたくないという人が過半数だ

ということです。 

 アメリカの探偵小説を読むと、探偵はみんな

陪審員の召喚状を受け取らないように逃げ

回っていますね。うっかり出食わして召喚状の

送達を受けてしまうと、出ていかないと裁判所

侮辱になりますから、受け取ってしまったらし

ようがないから呼び出しに応じなければいけ

ない。何とか受け取るまいとして逃げ回ってい

るというシーンが、しばしばアメリカの探偵小

説に登場しております。 

 ですから、仮に主義信条で、人を裁くのは自

分の信条に反するから辞退するというのを認

めることになると、みんな辞退してしまうので

はないかというような問題提起がされており

ます。まだ具体的に詰めなければならない点は

ありますけれども、ほぼ制度としてはでき上が

りました。この裁判員制度が一番大変だったの

です。陪審か参審かということで激論となりま

した。陪審は、ご承知のようにイギリス、アメ

リカで行われている制度です。参審は、ドイツ

とフランスなどで採用されています。スウェー

デン、ノルウェーとか北欧では、両制度を採用

している国もあります。陪審か参審かというこ

とが非常に激烈な論争を呼びました。結局、裁

判員制度ということになったのは、陪審といっ

ても参審といっても差し障りがあるから、「裁

判員」という名前にしたわけです。これは刑事

法の権威の松尾浩也先生が名付親だというこ

とが言われております。 

 そういうように、両方の名前を避けて、第三

の名前を選ぶぐらいの激烈な対立があった問

題もあったのですが、ADR に関してはほとん

ど対立がなかった。紛争解決制度として、裁判

と並んで国民にとって魅力ある選択肢になる

ようにやっていくべきだという点については、

ほぼコンセンサスといいますか、反対する人は

ほとんどいませんでした。 

 当時の会長代理で、法制審議会の会長をして
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いた竹下守夫教授などは、ADR 基本法の制定

を視野に入れるべきだということを主張され

て、これが意見書の ADR に関する部分に入っ

ております。そういうことで、ADR は大いに

盛り立てて活性化すべきであるということに

ついては、何も異論がなかった。その ADR の

問題が最後まで残って、検討会がいまだに審議

しているというのは、不思議といえば不思議で

ありますし、また、それだけに、いろいろな問

題があるところでもあります。 

 例えば、時効の中断の問題があります。ADR

の申請に時効中断の効力を認めるか、認めない

か。あるいは、仲裁については仲裁法ができま

したけれども、調停とか和解について執行力を

認めるかどうか。あるいはそういう執行力や時

効の中断を、すべての機関による和解、調停に

認めるか、それとも一定の資格要件を満たした

機関によるものだけに認めるか。あるいはADR

に弁護士以外の法曹でない人達が参画するわ

けでありますけれども、弁護士法第72条との関

係でどのような要件、範囲で認めるかというよ

うなことがあります。今、ADR 検討会の座長

の青山善充明治大学教授も苦労しておられる

ところであります。 

 しかし、ADR を活性化して、より一層機能

させようという点については、反対はありませ

んでした。現に機能している ADR の制度につ

いての勉強会が何回か開かれました。私は余裕

がなくて出席できませんでしたが、先ほど申し

上げた会長代理の竹下教授の主宰で何回か開

かれまして、現に機能している幾つかの ADR、

交通事故の裁定センターなどもありますし、建

設工事紛争審査会もございますし、そしてこの

公害紛争処理制度についても取り上げられた

ということであります。 

 ADR を活性化するという点から、どういう

ことを考えなければいけないかということで

ありますが、別にこの公害紛争処理制度に限定

せずに ADR 一般の問題として申し上げますと、

その審理を充実して迅速化するということ、そ

れから専門性に確実に対応するということが

挙げられております。 

 

(2) 審理の充実・迅速化 

 審理の充実・迅速化は、紛争処理制度全体に

共通する課題です。私は ADR の有力な一つで

ある労働委員会に関係しておりますが、労働委

員会制度は、現在、鼎の軽重を問われており、

審理の充実・迅速化が強く求められているので

あります。 

 裁判所の民事訴訟も、かつては時間と費用が

かかり過ぎて訴訟離れが生じていると言われ、
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このままではいけない、何とか改革しようとい

う動きが、昭和60年、61年ごろから東京地裁、

大阪地裁で起こりました。当時、私は東京地裁

民事部の所長代行をしておりましたので、民事

部の中に研究部をつくって、いかにして審理を

迅速・適正にできるかということを研究しても

らったわけであります。この研究部は３つあり、

その部のうちの１つの部の総括が、加藤委員長

でございました。 

 いろいろと有益な研究結果を出していただ

きまして、それを民事訴訟法の改正に生かし、

また、その先取りとして、民事訴訟の運営の改

善として実行していたわけであります。どうす

れば審理を充実して迅速化できるかというこ

とについては、ここに掲げてありますけれども、

まず第１に、審理計画を立ててそれにのっとっ

て審理を計画的に行わなければいけない、とい

うことであります。 

 司法制度改革審議会の審議が行われた当時、

争いがあって証人尋問や本人尋問をする事件

について審理に平均２年前後かかっておりま

した。２年では今の社会の早いテンポには合わ

ない。そこで、審理期間の半減、つまり１年以

内に一審判決が出るように持っていかなけれ

ばいけないということが言われました。世の中

で、納期の定めのない取引はない。ところが裁

判所に訴訟を起こしても、いつごろ判決をくれ

るのかという納期の定めがない。それを当然の

ことと心得て平然としているのはけしからん

という話でありました。 

 そこで、審理計画を立てて的確・迅速に訴訟

を運営することが、是非必要である。重要なの

は早い段階での争点整理なのではないか。当事

者はどの点を争おうとしているのか。争点につ

いて、どのような証拠を提出するのか。書証も

あれば人証もあるし、現場検証というのもあり

ます。そういう証拠の整理をすることも含めて

審理計画を立てる。 

 証拠調べについては、もっとも時間がかかる

手続なんですけれども、可能な限り集中審理で

行う。毎日開廷というわけにはいかないのです

けれども、次の期日は２カ月先というようなこ

とではなく、できるだけ早期に期日を決めて、

可能ならば１回の期日で、例えば午後全部を充

てるというような形で集中審理を行う。そうす

ると、裁判官の方も心証が新鮮ですし、全部の

陳述を一度に聞けば事件の全貌をつかみやす

い。また、当事者の方も事件の全貌を把握すれ

ば、結論も見えてきますから、和解もできやす

いということになるわけです。 

 そういうことで、早期の徹底的な争点整理、

証拠整理とともに、集中審理を行う。実はもう
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一つありまして、判決書きの簡易・平明化です。

これも実は加藤委員長が、大変お若い判事補で

東京地裁におられたとき、そういう試みに関与

しておられるのです。判決書きを素人の当事者

にもわかりやすくする。どこに争いがあって、

裁判所はどういう判断でこういう結論を出し

たのかということを、わかりやすく簡潔に示そ

うということです。この３本柱です。 

 これと同じことが、やはり ADR についても

言われているわけでありまして、先ほど委員長

の話を伺っていますと、集中審理をおやりに

なったということです。これは大変結構なこと

で、訴訟で課題として言われていることをADR

の手続でもおやりになっているということで

あります。このように充実した審理を迅速に行

うためには、当初の段階で審理計画を立て、ど

こを当事者は争うのかということの争点整理

を行うことが大切なのです。 

 公害の場合は、法律的な要件もかなり複雑で

あります。不動産売買契約を結んで代金を支

払った、不動産登記手続はまだだというような、

証拠で立証し易い事実ではそんなに複雑困難

ではない。しかし、公害の場合にはそう簡単に

はいきません。不法行為が成立するためにはい

ろんな要件があるわけでありますから、それを

主張し、立証するとなると、争点も複雑多岐に

わたりますし、それを立証する証拠も、書証、

人証、現場検証といろいろたくさん出てくるわ

けです。 

 したがって、どうしても的確・迅速な審理を

するためには、まず審理計画を立てて、先ほど

申し上げた争点の整理をする必要があります。

当事者はどこを争いたいのか。発生源とされて

いる方が、発生源であること自体を争う場合も

ありますし、発生源であること自体は認めても、

例えばそれは受認限度内であるというような

場合もありましょうし、あるいは公害が発生し

た結果、物的な、財産的な損害が生ずることも

ありましょうし、あるいは健康被害もありま

しょうが、その発生を争う場合もありましょう

し、その間の因果関係を争うというようなこと

もあります。この事件で当事者がどこを中心と

して争いたいのかという争点整理をする。そう

して、その争点について双方がどのような立証

計画を持っているのか、どういう立証を考えて

いるのかということであります。この証拠整理

も必要でありますし、また可能な範囲内で集中

審理を行うのが、迅速、的確な審理にとって非

常に有効だということであります。 

 先ほど申し上げました労働委員会が、今、審

理計画とか争点整理、集中審理ということにつ

いての検討を迫られているわけであります。労
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働組合法の改正案が、衆議院は通りまして参議

院にかかっているわけでありますが、年金法案

の関係もあって、なかなかスムーズにはいかな

いようでありますけれども、労働組合法の改正

も、いかにして迅速に命令を出すかということ

を目的としております。もう一つの問題として

指摘されているのは、救済命令の信頼性であり

ます。命令が裁判所で取り消される率が、通常

の行政訴訟に比べて高いということで、その信

頼性を回復するにはどうしたらいいかという

ことであります。要するに充実した審理で、迅

速かつ適正な結論を得るにはどうしたらいい

かということでありまして、ADR一般に共通す

る目標として、審理の迅速化ということが目標

として掲げられているわけであります。 

 

(3) 公害等調整委員会の活用（原因裁定） 

 ところで、先ほど委員長に伺いますと、原因

裁定の事件がかなり中央委員会に係属してい

るとのことであります。公害紛争処理法の改正

で裁定制度が入れられたときに、私は委員会事

務局におりまして、このビルの10階でしたか、

内閣法制局に日参して、毎日、夜中近くまで

ぎゅうぎゅう油を絞られた思い出があります。

その苦心の産物が裁定制度なのであります。 

 経緯を申し上げますと、当初、中央委員会に

裁定制度を入れるということは、追々に地方に

も裁定制度を入れることを検討するという前

提でしたが、当初の案は原因裁定一本だったわ

けでございます。なぜそうなったかといいます

と、公害を原因とする不法行為による損害賠償

というのは、完全に民事の通常事件であります

から、これについて行政委員会が審判を行うと

いう制度は当時他になかったのです。石炭公害

賠償等臨時措置法という鉱害、石炭採掘で地盤

沈下などが起こるわけですけれども、これに鉱

害賠償の裁定という制度がありましたが、それ

が唯一の例外的なもので、それも時限立法であ

りました。 

 そこで、公害による損害賠償に、裁定制度を

入れるのについて、裁判所あるいは法務省との

間でかなりの論議があったわけでありました。

つまり司法権の侵害になりはしないかという

話です。そういう点からすると、原因裁定は因

果関係に関する点だけの審判でありますから、

司法権との抵触を避けやすいということも

あって、原因裁定一本で裁定制度を立案したわ

けであります。ところが当時の山中総理府総務

長官がそれではだめだとおっしゃる。新幹線で

新大阪まで行くのに、何で名古屋で途中下車し

てそこから先に行かないのだというわけです。

乱暴と言えば乱暴ですけれども、説得力のある
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議論です。そこで、それでは原因裁定もいいけ

れども、最終の損害賠償責任まで判断する責任

裁定も認めて二本立てにしようということに

なったのであります。 

 公害紛争処理法を見ていただきますと、裁判

所に係属した公害訴訟について、裁判所が原因

裁定をすることを公害等調整委員会に嘱託す

ることができるという原因裁定の嘱託という

制度が設けられております。これは当時、法務

省におられ、その後、最高裁判所判事になられ

た香川保一さんが、以前、特許訴訟で特許庁に

審判を嘱託するという制度を考えたことがあ

り、結局実現しなかったらしいのですけれども、

そういう専門機関に専門的な判断をしても

らって、後は通常の法律判断を裁判所がすると

いうのは、非常に有益な制度であり、かつ、先

ほど申し上げた司法裁判権との抵触という問

題もないということで考案されたのです。 

 しかし、実は公害等調整委員会としては余り

乗り気ではなかった。というのは、私どもも裁

判所で事件をやった経験がありますから、裁判

官というのはやはり人に何かを頼むという習

慣がない。何となく責任逃れのような気もする

し、自分でやらなければならないことは自分で

やらなければならないと考えている。背負い込

み過ぎるという難点もあるのですけれども、そ

ういうことですから、制度はつくっても多分動

かないだろう、そういう嘱託はないだろうと

思ったのです。でも、偉い香川さんがおっしゃ

ることだから、むげに断るわけにもいかないの

で入れようということで入れまして、内閣法制

局へ持っていきましたら、法制局がこれは大変

結構な制度ではないかということになって

通ったのです。 

 しかし果たせるかな、裁判所から嘱託はあり

ませんでした。１件、瀬戸内海の赤潮訴訟で原

因裁定の嘱託をしようという動きはあったの

ですが、結局は実現しなかったのです。しかし、

原因裁定という制度にも、わかりにくいところ

があります。先ほどの山中総理府総務長官の話

がありましたけれども、なぜ原因裁定をやるの

かという点が多少わかりにくい。また、原因裁

定というその「原因」というのがかなり多義的、

いろんな意味があるのです。 

 海難審判法に原因裁決という裁決があるの

で、それが一つのヒントになった面もあるので

すけれども、原因というと公害で一番問題にな

るのが因果関係です。因果関係も自然科学的な

因果関係と法律判断としての因果関係とは違

うのです。自然科学で言えば、厳密な自然科学

上100％に近い確率で原因・結果の関係がなけ

ればいけない。しかし法律判断でそこまで要求
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しますと、おおよそ発生源であろうと思われる

のに、自然科学的な100％の実証がないと責任

を認めないということになって、かえって不公

平になる。したがって、相当因果関係という考

え方があって、これは自然科学的な因果関係と

は違うのです。これは非常にわかりにくいので

す。 

 高裁長官が天皇陛下に御進講をする機会が

あるのですけれども、琵琶湖の汚染の問題を、

加藤委員長の先代の川嵜委員長が今の天皇陛

下にご説明したときに、自然科学的な因果関係

と法律判断での因果関係とは必ずしも一致し

ない、という説明をされたのですが、天皇陛下

が疑問に思われて、それはどうしてかという御

下問がありました。非常に説明が難しい話なの

です。 

 このように、原因裁定という言葉がわかりに

くいということもあったのですけれども、それ

では、なぜこういう制度を考えたかといいます

と、原因裁定によって公害で一番難しい因果関

係がはっきりすれば、後は当事者間の自主交渉

で解決することもできるでしょうし、あるいは

都道府県公害審査会等で「あっせん」あるいは

「調停」等で解決する場合もあるでしょう。そ

ういう当事者間の一番難しい争点となってい

るところを中央委員会で解決すれば、公害審査

会の事件処理のお手伝いもできるということ

です。 

 これも ADR の特色の一つでありますけれど

も、公害事件の因果関係の確定は非常に難しい

ので、膨大な調査と判定の作業を必要とする場

合がある。そうすると、相当多額の経費がかか

ります。損害の発生と因果関係は、損害賠償を

請求する住民側が主張、立証しなければいけま

せんから、そういう意味での負担が重い。そこ

で中央委員会、都道府県公害審査会等もそうで

すけれども、鑑定に要する費用は当事者負担で

はないということがあります。水俣病かどうか

という判定、あるいは先ほど申し上げた渡良瀬

川の鉱毒事件の農業被害と鉱山施設から出る

銅その他の重金属との因果関係、あるいは損害

額の判定、これはいずれも相当な費用のかかる

鑑定が必要で、これを行ったわけです。これが

国庫負担で行われるということは、被害者側に

とっては非常な福音なのです。因果関係を原因

裁定で確定することは、同時に都道府県公害審

査会等での紛争解決のお手伝いにもなるとい

うふうに考えたのが原因裁定の機能の一つで

ありました。 

 

(4) 対象分野 

 最後でありますが、公害紛争処理制度の課題
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としては、その対象分野の拡大ということを考

える必要があるのではないかということであ

ります。先ほど、公害苦情が非常に大きな機能

を果たしているということを申し上げました。

平成14年度までに10万件に近づくような多く

の公害苦情が出てきているということであり

ますが、委員会がお出しになっている資料を拝

見しますと、平成14年度での公害苦情について、

全体に占める「典型７公害」の苦情件数の割合

は69.1％だそうでございます。つまり、典型７

公害以外の公害に関する苦情件数は30.9％、３

割強ということであります。 

 公害紛争処理制度が発足いたしました当時、

いわゆる４大公害訴訟と言われていたのは、熊

本水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日

市ぜんそくというような典型的な公害病の事

件でありました。しかし、その当時の委員会事

務局では、将来、公害等調整委員会あるいは都

道府県公害審査会等が機能すべき分野として、

どういう方向性で考えていくかという問題が

ありました。典型７公害はもちろん重要であり

ますけれども、それ以外の分野、例えばその当

時はかなり日照公害などが裁判所に多く持ち

出されておりました。また、その当時検討した

事案として、日光太郎杉事件もありました。当

時アメリカでは、水源地あるいはピクニックに

行く場所の環境を保護するというような、いわ

ゆる環境訴訟がたくさん出ていたのですけれ

ども、そういう環境調整の分野も将来重要に

なってくるであろう。典型公害はもちろんであ

りますが、そういうような近隣公害、あるいは

環境問題の分野についても機能の拡張を考え

ていくべきではないかということが検討課題

であったわけであります。 

 私が公害等調整委員会に在職しましたのは

昭和51年４月まででありますが、その時点で既

にそういう検討をしていたということであり

ます。現時点におきましても、一時期、日照公

害を検討されたこともあったようです。権限問

題でありますから、なかなか難しい面はあるの

ですけれども、公害紛争処理制度が ADR 制度

の重要な一部分としてこれから機能していく

ためには、対象となる分野の拡大という課題も

検討する必要があるのではないかと考える次

第であります。 

 大変駆け足でございましたけれども、時間が

まいりましたのでここまでといたします。 
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